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関連する社内規則のリスト  
 

 

1. 労働関連の要件： 

 

項目

番号  

セルフチェ

ック項目  
現在の運用  法律と規制で定められた内容  罰則  

1 

外国人従業

員が、法律

に基づいて

就労許可を

申請してい

る。 

□ はい 

□ いいえ 

法令や規則に別段の定めがある場

合を除き、雇用主は中央主務機関

に対し、中華民国内の職業に従事

する外国人労働者を採用するにあ

たって就労許可を申請しなければ

ならない。（外国人労働者の雇用

許可及び管理に関する規則第6条

） 

15万新台湾ドル

以上、75万新台

湾ドル以下の過

料に処す。また

、5年以内にこの

規定に再度違反

した者は、最長3

年の懲役、もし

くは重労働、お

よび/または120

万新台湾ドル以

上の過料に処す

。 

2 

従業員の記

録を退職後5

年間保管し

ている。 

□ 退職後5年間保

管している。 

□ 退職後5年間保

管していない 

。 

□ 従業員の記録が

存在しない。 

 

雇用主は、各労働者の氏名、性別

/社会的性別、生年月日、出身地

、学歴、住所、中華民国国民身分

証番号、雇用開始日、賃金、労働

保険開始日、功罪、傷病、その他

重要な事実を記載した労働者記録

カードを作成し、保管しなければ

ならない。この前述した労働者の

記録カードは、特定の労働者が退

職した日から少なくとも5年間、

雇用主が保管しなければならない

。（労働基準法第7条） 

2万新台湾ドル以

上、30万新台湾

ドル以下の過料

に処す。違反し

た法律とともに

法人の正式な会

社名（および事

業主）が公開さ

れる。（労働基

準法第79条第3項

） 

※使用の手引き 

皆様方が台湾の法令規定に準拠しているかを評価する際に役立つよう、実務上でよく見ら

れる問題について、以下のチェックリストを作成しました。なお、このリストは網羅的な

ものではありませんので、あくまでもご参考資料としてご利用ください。  
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3 

従業員の出

勤記録（タ

イムカード/

タイムシー

ト）を5年間

保管してい

る。 

□ 5年間保管して

いる。 

□ 5年間保管して

いない。 

□ 従業員の出勤記

録がない。 

 

 

雇用主は、労働者の出勤記録を作

成し、5年間保管しなければなら

ない。(労働基準法第30条) 

9万新台湾ドル以

上、45万新台湾

ドル以下の過料

に処す。違反し

た法律とともに

法人の正式な会

社名（および事

業主）が公開さ

れる。 

4 

法律に則し

た労働者の

給与名簿が

存在する。

およびこの

名簿を5年間

保管してい

る。 

□ 5年間保管して

いる。 

□ 5年間保管して

いない。 

□ 労働者の給与名

簿が存在しない

。 

 

雇用主は、労働者の給与名簿を作

成し、支払うべき賃金、賃金計算

の詳細、支払った賃金の総額など

の記入事項を記録しなければなら

ない。この給与名簿は、少なくと

も5年間保管するものとする。(労

働基準法第23条) 

2万新台湾ドル以

上、100万新台湾

ドル以下の過料

に処す。違反し

た法律とともに

法人の正式な会

社名（および事

業主）が公開さ

れる。（労働基

準法第79条第1項

） 

5 

会社が30人

を超える従

業員を雇用

している場

合、市の承

認を受けた

就業規則を

設定する必

要がある。 

□ 承認を受けてい

る。 

□ まだ承認を受け

ていない。 

□ この条件に該当

しない。 

□ 就業規則を作成

していない。 

 

 

30人を超える労働者を雇用する

雇用主は、事業の性質に応じて

就業規則を定め、所轄官庁に提

出して承認を受けた後、当該規

則を社内に備置し、社内に公開

しなければならない。この規則

では、以下の事項を規定するも

のとする： 

1. 労働時間、休憩時間、休日、

年次有給休暇、連続操業のため

のシフトの交代など 

2. 支払うべき賃金の基準、計算

2万新台湾ドル

以上、30万新台

湾ドル以下の過

料に処す。違反

した法律ととも

に法人の正式な

会社名（および

事業主）が公開

される。（労働

基準法第70条第

38項） 
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方法、支払日 

3. 時間外労働の長さ 

4. 手当とボーナス 

5. 懲戒処分 

6. 出勤、休暇、表彰・懲罰、昇

進・異動などの規則 

7. 採用、解雇、退職、雇い止め

および定年退職に関する規則 

8. 事故、怪我、病気に対する補

償・見舞金 

9. 福祉の施策 

10. 雇用者と労働者の双方が遵

守する安全衛生規則 

11. 雇用者と労働者の間の意見

交換および協力関係の強化をす

る手段、および 

12. これに関連する雑則。（労

働基準法第70条） 

6 

従業員の代

表者を選出

し、これを

官庁に登録

している。

かつ、3ヶ

月に1度、

労使協議会

を開催し、

議事録を作

成している

。 

□ 選出された労働

者の代表が官庁

に登録されてい

る。  

□ 選出された労働

者の代表が官庁

に登録されてい

ない。 

事業者は、労使間の関係を調整

し、労使間の協力の促進および

業務の効率性の向上のために労

使会議を開催しなければならな

い。その規則は、中央主務機関

が経済部と共同して立案し、行

政院がこれを決定する。 

（労働基準法第83条） 

罰則なし。ただ

し、政府職員に

よる労働環境調

査の際に不備事

項として指摘さ

れる可能性があ

る。 
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7 

雇用してい

る労働者の

総数が30人

を超えてお

り、かつセ

クシャル・

ハラスメン

トの防止、

是正、苦情

処理、処罰

に関する措

置がとられ

ている。 

□ 既に職場内に掲

示している。 

□ 掲示していない

。 

□ この条件に該当

しない。 

30人を超える従業員を雇用する

雇用主は、セクシャルハラスメ

ントの防止、是正、苦情処理、

処罰に関する施策を規定に沿っ

て策定しなければならない。こ

れらの対策は、職場の分かりや

すい場所に公に掲示し、全従業

員に周知されなければならない

。（職場におけるセクシャル・ハ

ラスメントの防止、是正、苦情処

理及び処罰に関する措置を定める

規則第2条） 

10万新台湾ドル

以上、50万新台

湾ドル以下の過

料に処す。 

違反した法律と

ともに法人の正

式な会社名（お

よび事業主）が

公開される。  

8 

ヒューマン

ハザードの

予防計画を

定めている

。 

 

□ 官庁に届け出を

しており、従業

員に周知してい

る 。 

□ 官庁に届け出を

しておらず、従

業員に周知して

いない。  

□ 安全衛生を定め

た就業規則を作

成していない。 

雇用主は、以下の項目について

、必要な安全衛生就業規則を適

切に計画し、及び採用しなけれ

ばならない。 

反復作業及び関連作業によって

引き起こされる筋骨格系の障害

を防止すること。 

（職業安全衛生法第6条Ⅰ） 

3万新台湾ドル

以上、15万新台

湾ドル以下の過

料に処す。 

職業性疾病の発

生につながった

場合、3万新台

湾ドル以上、30

万新台湾ドル以

下の過料に処す

。 

違反した法律と

ともに法人の正

式な会社名（お

よび事業主）が

公開される。 
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9 

過度の作業

負荷で発生

する発症の

予防計画を

定めている

。 

□ 官庁に届け出を

しており、従業

員に周知してい

る 。 

□ 官庁に届け出を

しておらず、従

業員に周知して

いない。  

□ 安全衛生を定め

た就業規則を作

成していない。 

雇用主は、以下の項目について

、必要な安全衛生就業規則を適

切に計画し、及び採用しなけれ

ばならない。 

交代制勤務、深夜勤務、長時間

労働等の例外的な作業負荷によ

って引き起こされる疾病を防止

すること。 

（職業安全衛生法第6条Ⅱ） 

3万新台湾ドル

以上、15万新台

湾ドル以下の過

料に処す。 

職業性疾病の発

生につながった

場合、3万新台

湾ドル以上、30

万新台湾ドル以

下の過料に処す

。 

違反した法律と

ともに法人の正

式な会社名（お

よび事業主）が

公開される。 

10 

職務中での

不法侵害の

予防計画を

定めている

。 

□ 官庁に届け出を

しており、従業

員に周知してい

る 。 

□ 官庁に届け出を

しておらず、従

業員に周知して

いない。  

□ 安全衛生を定め

た就業規則を作

成していない 

雇用主は、以下の項目について

、必要な安全衛生就業規則を適

切に計画し、及び採用しなけれ

ばならない。 

職務遂行中の他者の行為による

不当な身体的又は精神的被害を

防止すること。 

（職業安全衛生法第6条III） 

3万新台湾ドル

以上、15万新台

湾ドル以下の過

料に処す。 

職業性疾病の発

生につながった

場合、3万新台

湾ドル以上、30

万新台湾ドル以

下の過料に処す

。 

違反した法律と

ともに法人の正

式な会社名（お

よび事業主）が

公開される。 
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11 

母性健康管

理措置があ

る。 

□ 官庁に届け出を

しており、従業

員に周知してい

る 。 

□ 官庁に届け出を

しておらず、従

業員に周知して

いない。  

□ 安全衛生を定め

た就業規則を作

成していない 

母性健康に危険がある女性労働

者に対しては、危険評価、管理

、そして母性健康保護の段階的

管理措置を実施し、母体と胎児

の健康を保護しなければならな

い。 

（職業安全衛生法第30条～31条

） 

職業安全衛生法

第 31 条違反: 

3万新台湾ドル

以上、30万新台

湾ドル以下の過

料に処す。 

職業安全衛生法

第 30 条違反: 

最長 1 年の懲

役、拘留、及び

/又は18万新台

湾ドル以下の刑

事罰を受けるこ

とがある。 

違反した法律と

ともに法人の正

式な会社名（お

よび事業主）が

公開される。 

12 

安全衛生就

業規則があ

る。 

□ 官庁に届け出を

しており、従業

員に周知してい

る 。 

□ 官庁に届け出を

しておらず、従

業員に周知して

いない。  

□ 安全衛生を定め

た就業規則を作

成していない 

職業安全衛生法の適用を受ける

業種（例えば、製造業、建設業

、その他一般産業）に属する会

社は、その規模や従業員数にか

かわらず、安全衛生就業規則を

制定しなければならない。 

（職業安全衛生法第23条） 

3万新台湾ドル

以上、15万新台

湾ドル以下の過

料に処す。 

違反した法律と

ともに法人の正

式な会社名（お

よび事業主）が

公開される。 
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13 

会社の組織

図の中に安

全衛生に関

して役割を

担う部署が

ある。また

、この責任

を負う者が

指名されて

いる。  

□ はい 

□ いいえ、従業員

数が30人未満で

ある。 

□ そのような役割

/担当者が存在

しない。 

雇用主は、法人の規模や特性に応

じた安全衛生管理計画を策定する

とともに、安全衛生管理や自主検

査を実施する安全衛生組織や人員

を設置しなければならない。 

(職業安全衛生法第23条) 

3万新台湾ドル以

上、15万新台湾

ドル以下の過料

に処す。 

違反した法律と

ともに法人の正

式な会社名（お

よび事業主）が

公開される。 

14 

会社が労働

者に対する

安全衛生教

育や訓練を

実施してい

る。 

□ はい 

□ いいえ 

雇用主は、労働者に対して、業務

遂行と事故防止のために必要とな

るすべての安全衛生教育および訓

練を行わなければならない。（職

業安全衛生法第32条） 

3万新台湾ドル以

上、15万新台湾

ドル以下の過料

に処す。 

違反した法律と

ともに法人の正

式な会社名（お

よび事業主）が

公開される。 

15 

雇用してい

る労働者の

総数が50人

を超える場

合、会社は

法律に従っ

て労働者の

健康管理を

担う医療ス

タッフを雇

用/契約する

必要がある

。 

□ はい 

□ いいえ 

□ この条件に該当

しない 

50人を超える労働者を雇用する法

人は、労働者の健康と保護を確保

するために、健康管理、職業病予

防、健康促進、その他の活動を行

うために、医療従事者を雇用また

は契約しなければならない。（職

業安全衛生法第22条） 

3万新台湾ドル以

上、15万新台湾

ドル以下の過料

に処す。 

違反した法律とと

もに法人の正式な

会社名（および事

業主）が公開され

る。 
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16 

新たに雇用

した労働者

に対して、

雇用時の健

康診断を実

施している

。 

□ はい 

□ いいえ 

雇用主は、労働者の雇用時に健康

診断を行わなければならない。（

職業安全衛生法第20条） 

3万新台湾ドル以

上、15万新台湾

ドル以下の過料

に処す。 

違反した法律と

ともに法人の正

式な会社名（お

よび事業主）が

公開される。 

17 

現在雇用し

ている労働

者に対して

定期的な健

康診断を実

施している

。 

□ はい 

□ いいえ 

すべての従業員は、以下の頻度

で定期的に一般的な健康診断を

受ける必要がある： 

1. 65歳以上の従業員、年に一度

の健康診断 

2. 40歳以上65歳未満の従業員、

3年に一度の健康診断 

3. 40歳未満の従業員、5年に一

度の健康診断 

 

3万新台湾ドル以

上、15万新台湾

ドル以下の過料

に処す。 

違反した法律と

ともに法人の正

式な会社名（お

よび事業主）が

公開される。 
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2. 公司法（会社法）及び会計関連の要件： 
 

項目

番号  

セルフチェ

ック項目  
現在の運用  法律と規制で定められた内容  罰則  

1 

登記された

業務範囲が

現在従事す

る業務にふ

さわしいも

のである。 

□ はい 

□ いいえ 

会社が従事する事業の分類は、そ

の登記を行う際に、中央主務機関

が営業項目番号表で割り当てた、

当該事業の分類に適用される分類

コードで識別されなければならな

い。既にこの登記がされている会

社で、その会社が従事する事業の

分類が記述的な言葉で登録されて

いる場合、既存の会社登記記録の

項目の変更が適用された時に、前

述の表で割り当てられた該当する

分類コードに置き換えられる。 

（公司法（会社法）第18条） 

責任者は 

1,500新台湾ド

ル以上、 

15,000新台湾

ドル以下の過料

に処す。通知期

間が経過しても

問題が解決しな

い場合は、会社

登記が取り消さ

れる。 

2 

取締役会が

法律に基づ

いて毎年開

催されてい

る。 

□ はい 

□ いいえ 

取締役会を招集する場合は、開催

予定日の3日前までに、各取締役

および監査役に通知しなければな

らない。ただし、会社定款にてこ

の日数よりも前の通知が定められ

ている場合は、その日数が優先さ

れるものとする。 

公開会社における取締役会招集の

ための取締役および監査役への通

知の期限は、証券業務を所管する

官庁が定めるものとし、前項は公

開会社には適用されない。 

緊急の場合には、いつでも取締役

会を招集することができる。 

前3項で定めた通知は、事前に受

信者の同意を得た上で、電子的な

送信手段により行うことができる

ものとする。 

取締役会を招集する場合、この通

知には取締役会での議論を記載し

なければならない。（公司法（会

社法）第204条） 

1万新台湾ドル

以上、5万新台

湾ドル以下の過

料に処す。 
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3 

年次株主総

会が法律に

基づいて開

催されてい

る。 

□ はい 

□ いいえ 

1. 株主総会は年に1回以上開催す

る必要がある。 

2. 臨時株主総会は、必要に応じて

開催するものとする。 

前項の株主総会は、事業年度の

終了後6ヶ月以内に開催するも

のとする。ただし、正当な理由

があり、関係当局に株主総会の

遅延についての承認を申請して

いる場合は、この制限の対象と

はならない。 

 1万新台湾ドル

以上、5万新台

湾ドル以下の過

料に処す。 

4 

各年度末に

財務諸表が

法律に基づ

いて承認さ

れている。 

□ はい 

□ いいえ 

1. 各事業年度末に、事業報告書、

財務諸表の作成および、剰余金

の分配や損失の提案を行い、株

主総会での承認を得ること 

2. 取締役会は、作成した財務報告

書を提出し、株主総会で承認を

受けなくてはならない。株主総

会での承認が得られた場合、取

締役会は決算報告書および議事

録を株主に配布することとする

。 

すべての取締役

に対し、1万新

台湾ドル以上、

5万新台湾ドル

以下の過料に処

す。 

（これを回避、

妨害、拒否した

場合、または申

告しなかった場

合は、罰金が倍

額となり、取締

役1名につき2万

台湾ドル以上、

10万台湾ドル以

下の過料に処す

。） 

5 

会社が法定

監査/税務コ

ンプライア

ンス監査の

要件を満た

している場

合、その監

査/税務が実

施されてい

る。  

□ はい 

□ いいえ 

1. 会社の自己資本が所定の金額を

超える場合、または会社が一定

の規模に達している場合、会社

は公認会計士による財務諸表の

監査および認証を受けなければ

ならない。 （公司法（会社法

）第20条） 

2. 所定の要件を満たす営利企業は

、公認会計士による所得税申告

書の監査を受けなければならな

い。（所得税法102条） 

すべての取締役

に対し、1万新

台湾ドル以上、

5万新台湾ドル

以下の過料に処

す。 

（これを回避、

妨害、拒否した

場合、または申

告しなかった場

合は、罰金が倍

額となり、取締

役1名につき2万

台湾ドル以上、

10万台湾ドル以
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下の過料に処す

。） 

6 

会社が事業

主/主要株主

に関連する

情報を毎年3

月に官庁に

報告してい

る。  

□ はい 

□ いいえ 

会社は、毎年、発行済株式総数また

は資本金総額の10％以上の株式を保

有する取締役、監査役、経営幹部の

情報を指定された報告プラットフォ

ームで報告すること。報告期間は、

毎年3月1日から3月31日までとする。

（公司法（会社法）第22条-1） 

5万新台湾ドル

以上、500万新

台湾ドル以下の

過料に処す。 

7 

会社の会計

帳簿が台湾

で保管され

ている。 

□ はい 

□ いいえ 

会計担当者または経理担当者は、す

べての会計帳簿を台湾の本社で保管

する必要がある。（商業会計法第69

条) 

3万新台湾ドル

以上、15万新台

湾ドル以下の過

料に処す。 

8 

会社が会計

帳簿を中国

語で記録し

ている。  

□ はい 

□ いいえ 

採番に使用するアラビア数字を除き

、すべての商取引の記録は自国の言

語[中国語]を使用しなければならな

い。外国語や現地語での注釈を含め

たり、同時に使用する必要がある場

合は、自国の言語[中国語]を優先す

ることとする。（商業会計法第8条) 

1万新台湾ドル

以上、5万新台

湾ドル以下の過

料に処す。 

 


